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令和７年度立科町定期監査結果報告書の提出について 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第４項及び立科町監査委員監査

基準の規定よる令和７年度立科町定期監査を実施したので、地方自治法第 199条

第９項及び立科町監査委員監査基準の規定により、その結果に関する報告書を 

提出する。 



 

 

 

令和 ７年度 

 

 

立科町定期監査報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

立科町監査委員 
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１ 監査の種類 

定期監査 

 

２ 監査の対象 

令和７年度予算に係る財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理。 

 

３ 監査の着眼点 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令等に適合し、 

正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理

化に努めているかを着眼点として監査した。 

 

４ 監査の実施内容 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理状況について、あらか

じめ提出を求めた関係資料に基づき、監査時点における財務及び事務の処理

状況等を関係職員から説明を受け、質疑応答を交えながら監査を実施した。 

 

５ 監査実績 

年月日 時間 課等名 場所 

令和７年 

10 月 28 日（火） 

9：00～11：30 総務課   
 

13：30～16：00 企画課   
 

11 月 28 日（金） 
9：00～11：45 町民課 第 2 委員会室  

 

13：30～16：30 産業振興課 立科町役場４階 
 
 

12 月 25 日（木） 
9：00～11：30 建設環境課 第２委員会室 

 
 

13：30～16：30 教育委員会（保育園） 第 2 委員会室  
 

令和８年 

2 月 03 日（火） 

15：10～15：30 議会事務局   
 

15：30～15：45 会計室   
 

 

 

【現地調査】 

年月日 現地調査箇所 課等名 

令和７年 

12 月 25 日（木） 

11：40～12：00 町営住宅建設事業 
 
建設環境課 

 

14：20～14：50 

保育園遊戯室エア

コン設置・更衣室

増築工事 

教育委員会 
（保育園） 
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６ 監査の結果 

 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理状況等は、令和７年度

「事業執行概要書」、「各会計歳出予算執行状況」及び「契約事業執行状況調書」

等により監査を行ったが、全般を通じ、監査した限りにおいて、適正に処理さ

れていると認められた。 

 なお、事業執行及び予算執行に当たり、一部に改善を要する事項が見受けら

れたが、軽易な事項であり、口頭で改善を促したので省略する。 

 

７ 監査委員の意見等 

(1) 事業執行について 

 令和７年度各課等の定期監査時点における「各会計事業執行概要」を監査

した。事業執行に当たっては、更なる事業進捗管理に努められたい。 

 

(2) 予算執行状況について 

 令和７年度各課等の定期監査時点における「各会計歳出予算執行状況」を

監査した。完了した事業において、予算額と執行額に乖離の大きいものが見

受けられた、的確な予算の編成と執行に努められたい。 

 

(3) 契約事業執行状況について 

 令和７年度各課等の定期監査時点における「契約事業執行状況」を監査 

した。契約事務では、各課等においておおむね規則に則って契約が行われ、

随意契約とした場合には、その根拠を明らかにしようとする努力は認めら

れた。 

 なお、随意契約は、競争入札を原則とする契約方法の例外であるため、随

意契約とする場合は、契約事務等に当たり、複数の者から見積もりを徴する

等、その妥当性を十分検証するとともに、契約理由の明確化に努められたい。 

 

(4) 今後の事業計画及び施設整備等について 

   今後、実施または計画されている大規模施設整備や各種事業にあたって 

は、多額の経費を要することが見込まれる。ついては、国・県の補助制度や 

有利な起債の財源を最大限に活用し、一般財源の持ち出しを抑制するなど、 

財政負担の軽減に努められたい。 

また、事業の実施に際しては、将来の維持管理費も含めたトータルコスト 

を十分に検証し、長期的な財政見通しに基づいた、計画的かつ効率的な整備 

を推進されたい。 

 


